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～はじめに～

平成２７年４月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律」が施行され，地方公共団体の長が，その地域

の実情に応じ，教育，学術及び文化の振興に関する総合的な施策の

大綱を定めることとされました。

これを受け，新たに設置することとなった総合教育会議におい

て，市長と教育委員が協議・調整を重ね，平成２８年３月に「常陸

大宮市教育大綱」を策定しました。

その後，策定した教育大綱に基づき教育行政を推進してまいりま

したが，教育大綱の対象期間が令和元年度までとされていることか

ら，総合教育会議において次期教育大綱の策定について協議を行い

ました。

その結果，次期教育大綱は，市の最上位の計画である市総合計画

との整合を図ることとし，総合計画の「教育」に関する部分を参酌

した内容とすることとしました。

また，総合計画と教育大綱の計画期間を同一期間とするため，教

育大綱の計画期間を総合計画の最終年度の令和３年度まで延長する

こととしました。

この度，令和３年度をもって第１期教育大綱の計画期間が満了を

迎えることから，新たに第２期常陸大宮市教育大綱（令和４年度～

令和８年度）を策定するものです。



- 2 -

≪基本理念≫

若い世代が安心して子供を産み，育てることができるように，子育て支援の

充実を図り，そして未来を担う子供たちを地域みんなで支える子育て環境づく

りを進めます。また，生涯にわたり生きがいを持って取り組む市民の学びや活

動を支援することで，それぞれの市民が持つ経験や能力が地域の中でつなが

り，様々な世代が交流しながら，一人ひとりが自分らしく心豊かに暮らすこと

のできる環境づくりを進めます。

そして，故郷を愛し，故郷を慈しむ「郷育」を推進し，故郷を離れても，ま

た，故郷にあっても輝くひとを育むまちづくりを目指します。

本市では，“郷育立市”を宣言しています。この宣言は，郷育の根幹である

教育に加え，それ以外の分野においても独自の役割の中で，郷土愛を育み，家

庭，学校，地域，行政の強い連携の下，市民が一体となって，新しい時代を生

き抜くことができる人材を育て，ひいてはまちづくりにつなげていくことを広

く市内外へ表明するものです。

本市のまちづくり指針である常陸大宮市総合計画の基本構想においては，こ

の郷育立市の考えを踏まえ，３つの基本理念を定めています。

² 輝くひとを育むまちづくり

² 安心・快適なまちづくり

² 活力と誇りあふれるまちづくり

この基本理念のうち，ひとづくりの指針となる『輝くひとを育むまちづくり』

を常陸大宮市教育大綱における基本理念とします。
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≪基本方針≫

基本理念の実現に向けて，次の基本方針を教育施策の柱とし，郷育（教育）

のより一層の充実・推進に努めます。

未来を担う子供たちが健全に成長し，将来，それぞれが個性を生かし，得

意な分野で自分らしく輝けるよう，勉強，スポーツ，芸術等，いずれも結果

にこだわる教育を実践し，子供たちが希望する進路に進めるよう一人ひとり

の「学び」を全力で応援します。

その中でも，児童生徒の学力向上は，保護者のみならず市民誰もが願うと

ころです。学力は誰もが身に付けることができ，子供たちがその夢や願いを

叶えるための大きな強みになります。

本市では，児童生徒の学力の向上を教育における最重点課題と捉え，無限

の可能性を持つ子供たちの「学び」の意欲を育むとともに，確かな学力を身

に付けるための施策を講じ，子供たち一人ひとりが輝けるための教育を推進

します。

本市の教育を受けた子供たちが「ふるさと常陸大宮」を学びの原点とし

て，成長し，夢を叶えることは，ひいては郷土を想い，郷土への愛を育むこ

ととなり，郷育の根幹は教育にあると考えます。

一方，スポーツ，文化・芸術等，多種多様な分野において，子供から高齢

者まで，市民一人ひとりが生涯にわたり地域で学び，多様な人々と関わるこ

とは，地域に誇りと愛着を持つこととなり，結果として地域力を高めること

にもつながります。

人口減少が課題とされるなか，豊かで持続可能な地域社会を形成していく

ため，引き継いできた大切な文化や伝統を継承・活用するとともに，多様な

生涯学習活動の機会を提供することで，地域や家庭を通じた郷育を推進し，

地域力の向上を図ります。
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≪施策≫

○ 人格を形成する幼児期における健やかな発達を支援するため，地域・

学校・家庭の連携により質の高い教育を充実させるとともに，子供が安

心して生活することのできる環境をつくります。

○ 情報化・グローバル化に対応した教育内容の充実と教育環境の整備を

進めるとともに，子供に対して確かな学力を身に付けることに重点を置

きつつ，豊かな心，健やかな体もバランスよく育て，変化の大きい時代

を生き抜くための力を養います。

① 幼児教育の充実

② 学校教育の充実

③ 国際化・情報化に対応した教育の充実

④ 教育環境の整備

⑤ 学校給食の充実

○ 子供や青少年が健やかで幸福に成長できるように，健全育成のための

支援体制の充実や，子供たちを地域ぐるみで見守り育てる環境づくりを

推進します。

① 地域ぐるみの健全育成の推進

② 支援体制の充実

③ 青少年団体の育成

④ 体験活動を通じた生きる力の育成
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Ø

○ あらゆる世代の人が自発的に学び，生きがいをもった人生を送ることが

できるように，市民のニーズに応じた学習機会を提供し，生涯学習社会の

実現を目指し，地域力の向上を図ります。

① 学習機会の提供

② 自主的な学習の支援

③ 学習活動の拠点づくり

○ 本市の貴重な歴史文化遺産を適切に保護・継承するとともに，観光資源

として活用し，地域の魅力を高めます。

○ 本市の優れた芸術・文化に触れる機会の提供や芸術・文化活動への支援

により，市民の芸術に親しむ心の醸成や芸術的感性の育成，芸術・文化活

動の高揚を図ります。

① 歴史文化遺産の保護・活用と施設の充実

② 芸術・文化活動の振興
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○ 年齢や性別，障がいの有無にかかわらず，市民誰もが気軽にスポーツを

楽しみ，健康増進や生きがいづくりに取り組むことのできる，活気のある

まちを目指します。

① 生涯スポーツの推進・普及

② スポーツ団体の育成・指導体制の充実

③ スポーツ環境の整備・充実

④ スポーツを通じた人と人との「つながり」と「交流」の推進
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（参考）


